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学校管理下における傷病の発生と子どもの環境としての被服に関する一考察
－体操服を例として－

佐藤　　園・川村　佳子※・古川　育実※・松田　太希※・越宗久美子※

　学校教育の今日的課題として，子どもの健康・安全保障のための教職員の役割の明確化と
学校全体の取組体制の整備・充実が求められている。本共同研究は，この課題を考えるため
に，教師の指導の下で行われる教科の中で，最も傷病の発生数の多い「体育（保健体育）」
の授業時間に着用を義務づけられている体操服（学校体操服）を取り上げ，わが国の学校教
育と体操服の歴史的考察および岡山県における学校体操服の現状と評価を調査・被服科学の
実験結果から試み，“子どもの健康と安全を守るための環境としての被服と教職員の役割”
について検討したものである。
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Ⅰ．はじめに－問題の本質と研究の目的－
１ ．学校における子どもの健康・安全に関する現状
と問題点

（１ ）学校における子どもの健康・安全保障の必要
性

　近年，あってはならない事件・事故や自然災害な
どにより，学校の内外において子どもが犠牲となる
報道が後をたたない。このような問題状況に対して，
中央教育審議会は，平成19年３月に文部科学大臣か
ら諮問を受け，学校保健，食育・学校給食，学校安
全について，スポーツ・青少年分科会に学校健康・
安全部会を設置して審議を進め，その結果を答申「子
どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するた
めに学校全体としての取組を進めるための方策につ
いて」１）として平成20年１月に公刊した。
　この答申では，「学校は，心身の成長発達段階に
ある子どもが集い，人と人との触れ合いにより，人
格の形成をしていく場であり，子どもが生き生きと
学び，運動等の活動を行うためには，学校という場
において，子どもの健康や安全の確保が保障される

ことが不可欠の前提となる。」２）という基本的な考
え方が明記され，それを達成するための方策が示さ
れた。この答申を一読すると，子どもの健康・安全
を保障するために，学校管理下において生じる様々
な課題に対して，教職員のそれぞれの役割を明確に
すると共に，保護者との効果的な連携の在り方を探
求した上で，学校全体の取組体制を整備・充実する
ことが求められていることがわかる。
（２）学校管理下における傷病発生の現状
　しかし，独立行政法人日本スポーツ振興センター
による『学校の管理下の災害－基本統計－』３）から，
小・中・高等学校における傷病の発生件数・発生率
をみると，図１４）に示すように，平成12年度から
平成22年度まで大きな変動はみられず，学校現場に
おいて一定数の傷病が発生していることがわかる。
その現状を少し具体的に見てみよう。
　負傷の場合別件数においては，図２５）に示すよ
うに，小・中・高等学校において，子どもが家庭か
ら学校に登校し，帰宅するまでの全ての時間帯で傷
病が発生している。その中でも特に，中学校・高等
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学校では「課外指導」，小学校では「休憩時間」が
最も多く，いずれの学校段階においても教職員の目
の届きにくい時間に傷病の発生が多くなっている。
　しかし，教員の指導が前提となり，子どもの学校
生活で最も多くの時間を占める各教科・道徳などの
学習時間における発生件数も，どの学校種において
も２番目に多くなっている。さらに，教科別件数を
みると，図３６）に示すように，全ての学校段階に
おいて「体育（保健体育）」の学習時間での負傷が
突出して多くなっていた。
　さらに，発生した傷病の種類を負傷と疾病別に整
理してみると，図４７）・図５８）となる。負傷では，
挫傷・打撲，骨折，捻挫，疾病では，異物嚥下・迷
入，熱中症，接触性皮膚炎が多くなっている。
　以上から考えるならば，教職員は，子どもの登下
校も含む学校での生活時間で生じる多様な傷病に対
して適切に対処すると共に，その発生を未然に防ぐ
ことが求められていると言える。
（３）学校管理下における傷病発生の原因
　では，学校管理下におけるこれらの傷病は，何が
原因として発生しているのであろうか。それらの要
因を岡山大学スポーツ教育センターの資料９）をも
とに整理すると，以下の４つの原因に分類できた。
　１ ．個人の抱えるリスク：発達段階，体力・体格，
健康状態，基礎疾患など

　２ ．環境条件：気候，時間割の編成，施設・設備
の状態，被服など

　３．活動の仕方：活動内容，活動時間など
　４ ．組織的な課題：指導体制，保健教育，安全教
育など

　これらの発生要因は複合的に作用するものであ
り，１つの要因のみで傷病が発生することはない。
しかし，発生要因について検討している文献・資料
等を見ても，「環境条件」の中の「被服」に着目し
ているものは見当たらなかった。10）

２．本共同研究の目的と方法
　では，「被服」は，なぜ傷病の発生要因として捉
えられるのだろうか。
　人間と被服との関係性の解明を目的とする家政学
の研究分野である被服学では，「被服」を「人体を
覆う目的の着装物の総称（かぶりもの・はきもの・
装飾品等全てをさす）」11）と定義し，「人間の被服
着用の目的と被服の機能」を表１12）のように示し
ている。これから，人間が被服を着用する目的には，
保健性と審美性があること，また，それらを達成す
るために被服には「人体の一部としての生体的機能」
と「人間の一部としての個性的機能」が必要であり，
特に前者から，被服は「人体に最も接近した人工調

節機関」の意味を持つ「環境」として捉えられている。
　以上から考えるならば，子どもが着装する被服は，
子どもの健康や安全を確保していくための最も身近
な，さらには，子ども自身や保護者そして教職員に
も容易に調節できる環境であると言える。本共同研
究では，子どもの傷病の発生と環境としての被服に
着目し，学校管理下における子どもの健康・安全確
保の保障と教職員の役割について考えてみたい。具
体的には，学校において教師の指導の下で行われる
教科の中で，最も傷病発生数の多い「体育（保健体
育）」の授業時間に着用を義務づけられている体操
服を取り上げ，子どもの健康と安全を守るための環
境と教職員の役割について考察していきたい。
　この目的を達成するために，本共同研究は，次の
二段階を踏んで進める。まず，文献によって，わが
国の学校教育における「体操服」の意味について歴
史的に考察を試み，その現状を，体操服の販売にお
いて全国で約30％，岡山県では約50%のシェアを
占める尾崎商事への聞き取り調査の結果から把握す
る。次に，岡山県下で子どもが着用している体操服
に対する「環境としての評価」を試みたい。具体的
には，尾崎商事から頂いた体操服のカタログを試料
として分析し，それに対する評価を家政学の被服科
学実験の結果から行う。以上の結果から，学校教育
における「環境としての体操服」の現状と問題点を
把握し，それを解決するための教職員としての課題
について考えていきたい。

Ⅱ．わが国の学校教育と体操服
１．「体操服」の定義
　まずは本共同研究のキーワードである「体操服」
という用語について，定義づけを試みたい。
　平成20・21年版小・中・高等学校保健体育学習指
導要領解説を参照したところ，体操服の定義に関す
る記述はみられなかった。13）体育関係の文献をみる
と，『新修体育大事典』に，（体操服とは）「運動の
ときの服装のこと。運動服，トレーニングウェアと
もいう」14）と定義されていた。本共同研究では，
体育などの時間に子どもが着装する被服を体操服と
して捉え，学校で着用を義務づけた体操服を「学校
体操服」として定義し，以下，論考を進めていく。
２．学校教育における体操服の系譜
　では体操服は，いつ，いかなる目的をもって学校
に登場し，どのようなものが学校での運動時に着用
されていたのだろうか。その若干の歴史的変遷をた
どってみたい。
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図１　傷病の発生件数・発生率

図３　負傷の教科別件数 図４　負傷の種類別件数

図２　負傷の場合別件数

図５　疾病の種類別件数

表１　人間の被服着用の目的と被服の機能
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（１）男子学生体操服
１）森有礼の兵式体操論
　明治18年（1885）12月22日，第一次伊藤内閣発足
時の初代文部大臣に森有礼が就任した。彼は，近代
学校制度の確立者として，また師範教育の改革と兵
式体操の推進ということに関連してよく知られてい
る人物であり，日本の近代教育史に関する研究は「す
べて森文相の教育施策とその結果に触れて何らかの
論述を加え」15）ていることからも，教育史上特筆
すべき人物であることがわかる。学校体操服研究の
立場からすれば，彼の兵式体操改革に注目しなけれ
ばならない。
　森は文部大臣就任以前の明治12年（1879）10月
15日，東京學士會院において「教育論－身體ノ能 
力」16）と題し，次の主旨の発表を行う。彼は，ス
ペンサー流の三育思想（智育，徳育，體育）を唱え，
これらの調和的発達を目指すのが教育の本旨である
とする。その調和的発達を達成するには，智識，徳
義，身體のうちもっとも欠乏している能力を補うこ
とに意を注ぐのが第一であるとし，その三能力のう
ち「身體ノ能力」が我が国で最も欠乏しているのだ
と森は指摘する。また，森にとって「身體ノ能力」
とは単に体力や健康に関するものではなくて，「敢
為ノ勇気」が備わってはじめて完全なものとなるの
であって，遊戯や体操伝習所が普及させた普通体操
では，そうした完全な「身體ノ能力」を育成するこ
とができない。そこで森は兵式体操に着目するので
ある。しかし，兵式体操への着目は決して軍事的な
観点ではなくて，あくまでも国民教育手段の一方策
として軍に範をとるにすぎないことを強調している。
　しかし，文部大臣就任後の明治20年（1887）夏ごろ，
「兵式體操に關する建言案」17）においては，国家
の富強は旺實な忠君愛国の精神によって構築され，
そのような精神を涵養することが文部の職の本分で
あるとし，また，実施されている兵式体操の実効が
あがっていないことに不満を述べる。その原因とし
て，教師が軍人ではないことを指摘し，体操科は文
部の職を離れ陸軍省に移管すべきだと述べるに至っ
ていて，明らかに軍国主義的論調となっている。こ
の「兵式體操に關する建言案」を上奏するより以前
の明治18年（1885）12月19日，埼玉県尋常師範学校
における演説18）の中で，森が「臣民」の理想的人
格として掲げた「三気質」19）は，その内容からし
て軍人を理想像としていたことなどからも彼の軍事
主義思想をみてとることができる。20）

２）学校体操服としての軍服の採用
　こうした森の兵式体操論によって師範学校を含む
学校一般の体操科は軍事主義的色彩を強くしていく

こととなり，学校体操服に関しても軍服が採用され
ることとなる。つまり，明治19年（1886）以降高等
師範学校を皮切りに，当時の陸軍下士官の戦闘服に
模した制服・制帽・靴の着用が命じられるようになっ
た。21）日本陸軍の服制はフランス式に統一されてい
て，その意味で洋服による学校体操服の洋装化とい
える。当時はこれを「演習服」と呼び，教練や兵式
体操の延長として行う行軍旅行の際にのみ着用する
としたが，やがて通常の授業においてもその服装で
通すことになった。22）つまり，現在の体育科に当た
る当時の体操科においては，軍人を理想像とする国
民教育手段として兵式体操が実施されていて，学校
体操服は軍服を着用することになっており，衣服の
合理性，機能性という生理的機能よりも，社会的行
為としての「よそおう」というその社会的機能に重
心が置かれていた。23）

　佐藤（2005）は，男子学制生徒の制服について，
「1890年代に洋服・軍服を範型として一定化され，
そのパターンが原則として以後敗戦時まで維持され
た」24）と述べていて，戦前の男子生徒の学校体操
服＝軍服であったと考えてよいだろう。
（２）女子学生体操服
１）和服の改良による体操服の考案
　では，女子の学校体操服は，どのように考えられ
ていたのだろうか。
　はじめ，わが国の女子体育は「着流し」と呼ばれ
る和服で行われていた。和服の着用による体育にお
いて女性たちは「鬼ごっこをするにも片手で着物の
裾をおさえて開かないように気をくばり，片手では
日本髪の頭をおさえ危ない走り方」25）をしていて，
「たすきを十字にかけることが唯一の運動をしやす
くするためのくふうであった」26）のである。
　明治30年代になると，女学生は袴を着けるように
なった。これにはドイツ人医師エルヴィン・フォン・
ベルツによるところが大きいと考えられる。彼は明
治９年（1876），お雇い外国人として東京医学校（現
在の東京大学医学部）の教師として招かれ，29年に
及ぶ滞日で医学界の発展に尽くした人物である。ベ
ルツは明治32年（1899）５月の私立大日本婦人衛生
会の例会に招かれて「女子の体育」と題する講演を
行った。その講演においてベルツは，和服の窮屈さ
や帯の素材や結ぶ位置が合理的な身体の動きを妨げ
ていて，日本の女子の健康を推進しようとするなら
ば，どうしても女服を改良しなければならないとし
た。27）その見解は日本に長く生活し日本人を妻に迎
えた彼の体験とその学識とに基づいたものであるだ
けに適切かつ説得力があったし，学校衛生および体
育への関心が高まってきた時期に行われたもので
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あったから，とくにその後の女生徒の服装改革に大
きな影響を及ぼすことになった。28）

　着袴の採用は一つの重要な変革ではあったが，両
脚がひとつの袋のなかにあることや，袴の裾が長い
ことで運動には限界があり，それらを改善するかた
ちで登場したのが「くくり袴」である。くくり袴は右
脚と左脚はそれぞれ独立していて，上着もくくり袴
にふさわしく筒袖や元禄袖になった。29）興水（1984）
によれば，この「くくり袴」の考案者については不
明だが，開発に関していえば，明治36年（1903），
アメリカ留学から帰国した井口阿くりが持ち帰った
ブルーマーズからヒントを得ているのではないかと
している。30）井口はアメリカでスウェーデン体操を
学び女子高等師範学校において女子体操の指導に当
たった人物である。彼女はスウェーデン体操ととも
にブルーマーズと呼ばれる，1850年代にアメリカで
採用されていたズボンの上にスカートを着けた改良
服31）から着想をえて「体操袴」を考案した。「体操
袴」は二つに分かれた男袴風で膝下ほどの長さの裾
に紐を通してそれぞれの足にくくりうるようにした
もので，これに若干の改良を加えたのが，日本での
女子用体操ブルーマーズとなる。32）このブルーマー
ズは明治39年（1906）の「体操遊戯取調報告」の「女
生徒運動服ニ関スル件」の中で図案付きで紹介され
てはいるが，「一般に洋装の運動服が採用されるの
は大正期であり，…略…大正末期から昭和初期にブ
ルーマー採用となる」33）のである。
２）女子体操服に対する「女らしさ」の要求
　男子生徒の学校体操服の洋装化は，先述したよう
に1890年代には一定化されていたのに対して，女子
生徒の学校体操服の洋装化がこれほどまでに遅れた
要因は何であったのだろうか。それは佐藤（2005）
が述べるように，儒教的な女性蔑視が根強く継承さ
れていた当時（1880年代 :松田註）の日本にあって
は，新しい「権威」と「門地」のシンボルである洋
服を女性に許すことへの拒否感や，封建的「婦徳」
を表象する和服への固執が特に強かったといえ，そ
のような風潮は1920年代～30年代までの約40年間に
わたって大勢として維持され続けていた34）ことが
考えられよう。このように，女学生の学校体操服の
洋装化は衣服の合理性の改善を目指す立場から推進
されてはきたが，それに絶えずブレーキをかけ続け
ていたのが女性への「女らしさ」という社会的要求
であったことがわかる。そのことは，永井道明（明
治－昭和前期の体育学者で，元東京高等師範学校教
授）による日本初の学校体操教授に関する著書であ
る大正２年（1913）の『學校體操要義』からもみて
とれる。同書の最終章である第八章「服装」の第一

節には次のような記述がある。
　　 　靑年以上の男女生徒は，體操科の敎授の際，出來得

べくんば特別なる體操服を用ふることを希望す。され
ど今日に於ては，男生徒は成るべく運動服装に近き洋
服等を常服とし，其の上衣を脱すれば，直ちに運動服
装に變じ得るやうにすべし。女生徒の衣服は，其の娘
時代の運動的生活を全うせしめん爲めに，其の改良の
切なるものあり。（明治三十年取調委員の報告参照）先
づ直ちに行ふ得べきことは，シャツ，ヅボン下（猿又）
等を内に着用し，上衣を成るべく薄くし，冬季は羽織
の着脱にて之を加減し，動靜兩用の袴を穿ち，筒袖の

外は，襷をかけしむることなり。35）

　ここまでにみてきたような，女子生徒の学校体操
服に関しての動向を加味してこの記述を読めば，男
女間での体操服規定のちがいが何を意味しているか
は了解されよう。
（３）男女体操服に対する社会的性格の強調
　時代は下って昭和９年（1934）に発行された『文
檢體操科の研究』は，いわば体操科教員検定試験の
ための参考書とでも位置づけることができる。同書
は全十二編からなり，第六編「運動敎授槪論」第
二十五章は「運動服制定と體育」という項目が設け
られていて，次のような服装制定の基準が記載され
ている。36）

　　１ ．各種運動に適切なること……遊戲，競技，體操各々に。
　　２．實用的であること。
　　３．上品なもの。
　　４．明るい感じのするもの。
　　５．質朴なるもの。
　　６．経濟的なるもの。
　　７．女子は特に容儀を保つこと。
　　８．用便，着用に時間を要せざること。
　　９．學校服と聯絡を保つこと。
　９つの基準のうち５つが体操服の社会的機能につ
いての言及で，学校服との連絡性も要求されている。
また，女子に関しては「特に容儀を保つこと」とさ
れていて，女性の体操服についてこれまでで最も社
会的要求が強力であることがみてとれる。それには，
その後学校を含めた日本帝国全体が第二次世界大戦
へと向けて超国家主義に変貌していくという時代性
がバックグラウンドにあることは見逃せない。
　終戦直後の昭和22年（1947）『学校体育指導要綱』
は，戦後，わが国で初めて示された体育に関する学
習指導要領である。この中でも，「４．指導方針（二）
衛生の項目」において体操服に関する記述がみられ
る。それは，「服装は簡易，軽快，清潔にして品位
をもたせる。」37）となっている。この記述からも，
体操服の簡易さ，軽快さ，清潔さの追求によって，
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体操服の品位が崩されてしまってはいけないという
学校（教育界）側の意図が読みとれる。
（３）高度経済成長と体操服の普及
　しかし，昭和22年（1947）の『学校体育指導要綱』
以降，学習指導要領において体操服に関する記述は
消失している。戦前においては教授概論などの項目
で言及されていたにも関わらず，なぜ学校側が体操
服について言及しなくなったのだろうか。
　岡山県に本社を置く尾崎商事の沿革と当社への聞
き取り調査38）から推察すると，高度経済成長によ
り学校側が指導要領で言及するまでもなく，適切な
体操服が企業から供給されはじめたことと，昭和39
年（1964）の東京オリンピックの影響によりトップ
アスリートのようなジャージへの要求の高まりが相
乗効果として働き，学校体操服の普及・定着がなさ
れたためだと考えられる。この点については興水
（1984）も，「第二次世界大戦終結当時は衣類の入
手も困難で，各人各様の運動着姿であったが，生活
が安定するにつれ，運動時の服装は整えられた。…
略…とくに東京オリンピックは，人びとの関心を体
育・スポーツに向けさせ，以後，社会の変化と相まっ
てスポーツ人口を増大させている。種目別による運
動着，運動靴などの研究が進み，機能性を検討す 
る」39）ようになったと述べている。
３．岡山県における学校体操服の現状
　では，学校体操服の現状はどうなっているのだろ
うか。岡山県における現在の学校体操服の決定のさ
れ方などの状況を，尾崎商事での聞き取り調査から
まとめてみたい。
　岡山県下における学校体操服指定率は，ほぼ
100％（小学校98％，中学校100％，高校ほぼ
100％）である。学校での体操服の捉え方には①「制
服に準ずるもの」と②「体育の教材」として捉える
二つの考え方がある。そのため，体操服を決定する
方法としては，①の場合は「学校全体でコンペや投
票」を行うが，②では「体育科教員の一存」で決定
されている。岡山県の場合は，②が多く，体育科教
員自身の興味性や嗜好性に基づいてデザインやブラ
ンドが選択される。それに加えて保護者は，「学校
指定体操服は高い」「卒業までできれば買い換え無
しで」という思いを持っているため，金額重視の体
操服像が描かれ，最終的には体育科教員の一存で決
定されている。尾崎商事では「要望があれば，より
高機能な商品を提供したい」という考え方の下，多
様な商品開発を行っているが，それを生かし，体育
科教員の要求に応じた各校各様の体操服を製造す
る。その結果，岡山県下で同じ体操服を採用してい
る学校は存在しない。このようにして決定された学

校体操服は，数年後，再び体育科教員の一存で変更
されていく，というのが現状である。
４．歴史的考察からみるわが国の学校体操服の性格
　以上みてきたように，戦前，男子学生に関しては，
体操科と国家的イデオロギーの癒着により軍服が体
操服，さらには制服にも採用されていた。一方，女
子学生が着用していた和服は，合理性の面から改良
されてはいたが，日本における伝統的女性観がそれ
に絶えずブレーキをかけていたといえる。つまり，
戦前においては学校あるいは社会の側のある種のイ
デオロギーによって，体操服の社会的機能に重心が
置かれていた。
　戦後，特に東京オリンピック以降は体操服が一定
の水準で普及するようになったと推察されたが，そ
の体操服の決定・変更は体育科教員の一存によって
いる。本共同研究の調査で把握できたのは，「体育
を行う際に子どもたちが着用する衣服」＝「体育（ス
ポーツ）活動を行うための衣服」という文脈の中で
体操服の生体的機能などが考慮されておらず，体育
科教員の興味性に従って体操服を採用している状況
である。
　以上，わが国の学校体操服の歴史的考察から明ら
かになったのは，以下の二点である。第一は，学校
体操服の採用は戦前・戦後とも学校側が先導的役割
を担ってきているといえること。第二は，その採用
の際に重視されてきたのは，戦前と戦後で文脈は異
なるが，表１で言えば「社会生活上の働き」である。
しかし，企業側から適切な体操服が供給されている
現代において，体育科教員の一存で「社会生活上の
働き」を重視した体操服を学校体操服として採用し
続けている状況は，一つの問題点として認められよ
う。

Ⅲ．環境としての学校体操服の評価
　では，現在，子どもが着用している体操服は，ど
う評価できるのだろうか。先の「人間の被服着用の
目的と被服の機能」から考えるならば，体操服の役
割の第一は，生体的機能にある。さらに，人間の被
服環境に影響を与える要因として，家政学の研究分
野である被服学では，以下の４点が挙げられてい 
る。40）

　１．被服の材料：繊維，糸，布，加工など
　２．被服のデザイン：色，形など
　３．被服の管理法：洗濯，修繕，保管など
　４．着装方法：着方
　本共同研究では，体操服の生体的機能に影響を与
える要因の中から，布，加工，色，形，着方の５項
目を取り上げ，家政学の被服科学実験の結果から，
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環境としての被服の評価を試みた。
１．試料
　試料は，尾崎商事から頂いたカタログに掲載され
ていたマテリアルガイド41）を用いた。
　掲載されている32枚の布地を素材で分類し，さら
にその素材でカタログに掲載されていた体操服を分
類したものが表２である。
　布地の素材としては，ポリエステル100%が11枚，
綿・ポリエステル混紡が20枚，ポリエステル・キュ

プラ混紡が１枚であった。これから，体操服の布地
としては，ポリエステルが主な素材となっていると
考えられた。
　また，布地には，何らかの加工が施されていた。
表示にみられた加工の種類は，以下の通りである。
　　 吸汗，吸湿，吸汗・速乾，吸汗・発散，高通気，ドライ，

接触冷感，軽量，防水，撥水，ソフトタッチ，低刺激，
ＵＶ，防汚，制菌，抗ナッキング，抗ビル，耐摩擦，
ストレッチ，光沢，スケ防止，ストライプ，千鳥柄，

表２－①布地の分類 ②体操服の分類

図６－①体操服に使用されている
　　　　繊維の吸水の経時変化

図６－②体操服に使用されている
　　　　繊維の 10分後の吸水高さ
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表メッシュ，ヘンリボン，エコロジー，杢

２．被服の材料：布，加工の評価
　本来であれば，素材に加えて布の構造も検討して
いく必要があるが，カタログの表示からは，布の構
造を分析することができなかった。そのため，素材
として用いられていたポリエステル・綿・キュプラ
100%と混紡で最も成績の良かった綿35%・ポリエ
ステル65%を取り上げ，体操服の機能として不可
欠な「吸水性」「乾燥性」「耐久性」の実験結果を検
討することとした。
（１）布の吸水性
　被服を着用した時の快適さを保つため，布には適
切な熱と水の伝達の性能が必要不可欠である。体操
服では，これが「汗を吸水する」性能となる。
　バイレック法による吸水性試験の結果を，図 
６42）に示す。吸水性は，混紡が最も高く，以下，
綿→キュプラ→ポリエステルの順となっている。
（２）布の乾燥性
　被服を着用した時の快適さを保つため，布には適
切な熱と水の伝達の性能が必要である。体操服では，
これが「汗を吸収して乾く」性能となる。
　布の乾燥性実験の結果を，図７43）に示す。乾燥
性は，ポリエステルが最も高く，以下，混紡→綿→
キュプラの順となっている。

図７　体操服に使用されている布の乾燥率

（３）布の耐久性
　被服には，身体を外部から保護し，外力に対して
実用的に耐える強さが必要である。体操服では，こ
れが「破れにくい」「活動がしやすい」という性能
となる。
　布耐久性に関する実験結果は，表３44）に示す通
りである。引っ張り強さ，伸び率，摩耗強さが最も
高かったのはポリエステルである。伸び率と摩耗寿
命では，綿よりキュプラの方が高く，引っ張り強さ

と維度は，キュプラより綿の方が高くなっている。

表３　体操服に使用されている繊維の耐久性

（４）被服材料の評価
　以上の結果から表２を捉えなおしてみたい。「ジャ
ケット・パンツ」の素材はポリエステル100%とポ
リエステル95%・綿５%が殆どであるのに対し，
下着の上に直接着る「シャツ」の素材は，ポリエス
テルと綿の混紡が多くなっている。これから，体操
服のうち，シャツに関しては，肌側の吸水性が重視
されていると考えることができる。ジャケット・パ
ンツに関しては，乾燥性・耐久性が重視されている
と言える。その結果，体操服として欠落する機能に
関しては，様々な加工によって補われていると捉え
られた。
　しかし，表４45）に示すように，体操服の主な素
材として使用されているポリエステルは，綿に比べ
ると皮膚に対する物理的刺激が大きい。それに加工
が施されると，繊維製品に加工された有害物質が繊
維の表面より脱落し，皮膚に侵入した場合におこる
「科学的刺激」46）のリスクも指摘できる。

表４　毛羽の状態と皮膚刺激性

３．被服のデザインと着装方法：色，形，着方の評価
　岡山県で一般的な夏と冬の体操服の色，形，着方
は，写真１・２に示す通りである。
　夏の体操服は，白の半袖のシャツ（襟なし）に多
様な色のフリージーパンツ（ハーフまたはクォー
ター）である。冬の体操服は，白の半袖または長袖
のシャツ（襟なし）の上に，多様な色の長袖ジャケッ
ト（スタンド襟半開）とストレートパンツである。
これに加えて，小学校では，夏冬共に，帽子の着用
が義務づけられるが，中・高等学校では，帽子の着
用を義務づけている学校の方が少ない。また，中・
高等学校では，生徒は，３年間，買い替えることな
く同じ体操服を着用している場合が多い。そのため，
成長に伴い，サイズの合わない体操服を着用して活
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写�真１：夏の体操服の
例（岡山県）

写�真２－①：冬の体操
服の例（岡山県）

写�真２－②：冬の体操
服の例（岡山県）

写真３：夏の体操服の例

動する生徒もみられる。
（１）被服のデザイン：色の評価
　尾崎商事から頂いたカタログの中で，夏と冬の体
操服として使用されている７色（黒色，白色，緑色，
赤色，青色，黄色，灰色）の簡易測定装置による夏
の日なたと日かげの内部温度の測定結果は表５47）

に示す通りである。これから，日なたでは，黒色・
緑色などの濃い色の内部温度が高く，黄色・灰色な
どの薄い色の内部温度が低いのに対し，日かげでは
色の影響を受けないことがわかる。
　色の影響を受ける日なたに着目して，表面温度と
内部温度の差から，透過率を求めたものが表６48）

である。これから，白色が最も透過率が高いことが
わかる。

（２）被服のデザインと着装方法の評価
　以上から，屋内の直射日光が当たらない場所では，
どのような色・形の体操服であっても，生体的機能
の中の保健衛生上の働きは影響を受けないと言える。
　直射日光が当たる場所では，冬の体操服の場合，
色の影響を考えなければならないが，施されている
加工を加味して選択する必要があると考えられた。
　最も問題であると捉えられたのが，直射日光が当
たる場所での夏の体操服と着方である。フリージー
パンツの色に関しては，冬の体操服と同様のことが
考えられる。問題は，白の半袖シャツ（襟なし）と
フリージーパンツの丈である。実験の結果から，白
色は透過率が高いため，白色を選択する場合は，Ｕ
Ｖカット加工が施されているものを選択することが

表５�　色相実験：夏の日なたと日かげの内
部温度の違い（90min）

表６�　色相実験：夏の日なたの内外差※と
透過率（90min）

※内部温度と表面温度の差
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不可欠となる。しかし，半袖シャツ（襟なし）とハー
フやクォーター丈のパンツでは，直射日光が直接肌
に当たることになる。これから，現行の夏の体操服
では，熱中症のリスクが問題となると捉えられた。
したがって，夏の屋外での体操では，写真３のよう
に直射日光と紫外線を避けるために，ＵＶカット加
工された薄い色で，首を覆え，空気が通るゆとりの
ある長袖・長ズボンに帽子を着用して運動する必要
があると考えられた。

Ⅳ．学校体操服の問題点と課題
　以上，岡山県の現状から考えるならば，学校体操
服は，体育の時間に着用を義務付けていることから，
「体育の教材」として捉えられる。しかし，児童・
生徒は，体育の時間以外にも学校体操服を着用する。
例えば，小学校では，写真４に示すように遠足や生
活科での芋ほり，ボランティア活動などである。し
たがって，学校体操服は，学校生活のあらゆる場で
着用される子どもの調節可能な環境として考える必
要がある。
　そうであるならば，学校体操服の決定は，体育科
教師の興味・関心による個性的機能重視であっては
ならないであろう。
　体操服を学校で規定するのであれば，生体的機能
を重視した所属を示す固有のデザインの体操服であ
ることがその条件となる。それが子どもの調節可能
な環境として機能していくためには，学校体操服が
子どもの状態に応じて選択できる複数の素材で作成
されること，さらに，子どもの成長に応じた適切な
サイズの体操服を教職員の指導により適切な方法で
着用することが必要であると捉えられた。しかし，
これには費用の問題が生じるため，学校体操服の意
味を保護者に説明し理解してもらうことと，決定方
法を検討していくことが教職員の課題となると考え
られた。

Ⅴ．おわりに
１ ．子どもの健康と安全を守るための環境としての
被服と教職員の役割－体操服を中心とした検討を
通して－
　本共同研究は，子どもが人間形成をしていく場と
しての学校で，必要不可欠な前提となる“子どもの
健康・安全保障と教職員の役割”を考えるために，
教師の指導の下で行われる教科の中で，最も傷病発
生数の多い「体育（保健体育）」の授業時間に着用
を義務づけられている体操服を取り上げ，考察を
行ってきた。
　本共同研究を通して明らかになったことは，「学

写真４：小学校の遠足

校においてどのような体操服を選択し，その着用を
義務づけるのか」「体操服をどのように着用させる
のか」ということが，体育の時間を中心とする学校
教育のあらゆる活動の場での子どもの健康や安全に
影響を与えるだけではなく，個性的機能としても意
味を持つということである。したがって，体育の教
員だけではなく，教職員全員が各自の果たすべき役
割を認識し，学校体操服の選択・決定やその着用指
導に関わっていかなければならないということであ
る。
２．今後の課題
　この問題に対して，筆者らが目指している養護教
諭，体育科教員，家庭科教員として考えられる役割
と今後の課題を考えてみたい。
（１）養護教諭の役割と今後の課題
　養護教諭としては，個々の子どもの健康面・安全
面を考慮した体操服の決定と着用指導を行うことが
必要であると考えられる。具体的には，健康面にお
いては，子ども自身のその日の体調に合わせて被服
を調節することや被服の清潔を保つこと，アレル
ギー等を考慮し，素材に気を付けて被服を選択する
こと等が挙げられる。安全面においては，子ども自
身の体型に合ったサイズの被服を着用すること，被
服を着崩さず，きちんと着用することが傷病の発生
防止に繋がると考えられる。被服は子どもの生活と
切り離せないものであるため，学校生活においての
環境要因の１つに被服が挙げられることを念頭に，
被服と健康に関する最低限の知識の習得が教員養成
段階での課題になるのではないかと考えられた。
（２）体育科教師の役割と今後の課題
　本共同研究を通して，戦前においては，学習指導
要領レベルにおいて体操服に関する記述がなされて
いたことから，学校側が体操服についての先導的役
割を有していたことがわかるし，そのために教員検
定において運動時の服装に関する知識も求められて
いたことがわかった。一方，既に考察したように，
現代においては企業側から品質の高い多種多様な体
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写真５：小学校～高校までの学校体操服

表７　衣生活に関わる環境負荷

操服が開発されていて，あえて学校（教育界）側が
学習指導要領において体操服に関しての言及を行う
必要がなくなったと推察された。しかし，現代のこ
のような状況において体育科教員は，家政学や医学
的・保健的な知見も考慮に入れたうえで，体育の目
的達成の適切な材料となるような体操服の選択・決
定能力が求められよう。しかし，それだけでは家庭
科教員や養護教諭にその役割を凌駕されかねない
が，体育科教員は比較的，運動・スポーツ経験が他
教科教員などよりも多い。それゆえ，生地の成分表
などの客観的・数値的な情報だけではなく，実際に
体操服を手に取った時に，肌触りや，着心地，この
生地であれば二枚重ねで着装した方がよいなど，身
体的な感覚や着装の仕方・工夫についても子どもに
伝えることができる。現代においては，運動の合理
的な実践を通して生涯にわたってスポーツに親しむ
資質や態度を育成することが体育科の目標となって
いるが，運動の合理的な実践とは，理にかなった運
動技術の獲得や合目的的な運動の実施，さらには環
境の整備などが考えられるだろう。環境整備という
点で，体操服は子どもが自分自身で調節可能な最も
身近な運動・スポーツ環境だと捉えることができる
ため，生涯スポーツを目指す文脈の中で，体育科教員
の学校体操服選択・決定能力と，着装指導の能力が
教員養成の段階で図られなければならないだろう。
（３）家庭科教師の役割と今後の課題
　家庭科教師としては，本稿で述べてきたように，
家政学研究で解明された「被服と人間の関係性」の
結果をふまえ，企業が開発した多様な体操服の中か
ら，学校体操服の目的に適う最も適切な被服の選択
基準を提示していくことが主な役割となっていくと
考えられる。
　さらに，表７49）に示すように，私たちの衣生活は，
全ての過程で環境に負荷をかけて成立している。写
真５は，川村が保有していた小学校高学年・中学校・
高等学校で着用していた学校体操服である。現在は，

着ることはないが，体操服自体は未だきれいであり，
着用できる。これから考えるならば，学校体操服に
おいても，着用しなくなった時までを考えて選択・
決定していく必要があること，また，校内での体操
服のリユースシステムを確立し，希望者に活用して
もらうことなども提案できると考えられた。

　最後になりましたが，本共同研究を進めるにあた
り，お忙しい中，快く聞き取り調査に応じていただ
きました尾崎商事の皆様に心からお礼申し上げま
す。ありがとうございました。
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